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【重要】自宅でのインターネット環境整備のお願い 

 

 日頃より本校の教育活動にご協力いただきありがとうございます。 

さて、標記にもありますように、児童がタブレット端末を持ち帰り、自宅でも

活用できるよう、インターネット環境を整えていただきたいと思います。 

なお、すでにお子様が自宅で活用している場合は整備する必要はありません。 

 

 

インターネット環境の確認・整備の仕方 

① Wi－Fiにつなぐ方法 

インターネット通信回線（光回線など）の工事やプロバイダとの契約が

必要です。工事不要のもの（ソフトバンクエアなど）もあります。 

※毎月、契約内容に応じた料金がかかります。 

 

② テザリングを使用する方法 

    スマートフォンのテザリング機能を使って、タブレット端末をインタ

ーネットに接続します。 

    ※スマートフォンのデータ通信量を利用します。 

 

③ 町教育委員会で貸し出しているモバイルルータを使用する方法 

新ひだか町教育委員会では、インターネット環境をご家庭に整備する手助

けとして、モバイルルータを無償で貸し出しています。お手元に届いた後

は、携帯電話会社や通信会社との契約（SIM<シム>カードの入手）が必要

です。モバイルルータを希望される方は学校までご連絡ください。 

 ※毎月、契約内容に応じた料金がかかります。 

 

不明な点がございましたら学校（42‐1561 教頭）へご連絡ください。 


